
オリジナル商品開発に
係る費用を補助します
大阪狭山市ふるさと応援寄附金の新たな返礼品の開発又は既存の返礼品の改良等、

市の魅力を市内外にＰＲする市オリジナル商品の開発を行う事業者に対し、補助金を交付します。

大阪狭山市役所 産業にぎわいづくりグループ
☎ 072-366-0011 ✉ sangyou@city.osakasayama.osaka.jp

① 大阪狭山市オリジナル商品開発事業支援補助金交付申
請書（様式第１号）

② 大阪狭山市オリジナル商品開発事業計画書（様式第２
号）

③ 宣誓・同意書（様式第３号）

④ 補助対象経費の見積書

⑤ 市町村税の滞納がないことの証明書（直近２箇年分）

⑥ その他市長が必要と認める書類

必要書類

補助対象事業の実施に必要な経費の

補助額

3分の2以内の額

※ 上限20万円
※ １，０００円未満は切り捨て

※ 補助金の交付決定後に発生する経費に限る

次の全てに該当している必要があります。
1. 市町村税の滞納がないこと。

2. 大阪狭山市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴
力団密接関係者に該当しない者であること。

3. 商品の適正な品質管理等に努め、事業者の責任において提供できる者
であること。

・市内に主たる事務所又は事業所を有する事業者

・市内で生産された農作物を原材料とした商品を製造する事業者

補助対象者

1.大阪狭山市ふるさと応援寄附金の返礼品として登録する新たな
商品を開発する事業

2.大阪狭山市ふるさと応援寄附金の既存の返礼品を改良する事業

3.その他市長が適当と認める商品を新たに開発する事業

補助対象事業

補助対象者が実施する次のいずれかに該当する事業

大阪狭山市



補助対象事業の実施に必要な経費（補助金の交付決定後に発生するもの）のうち、
以下の表に定める経費です。

補助金対象経費

※ 算出額に１，０００円未満は切り捨てます。
※ 経費に係る消費税及び地方消費税相当額、その他適当と認められない経費は補助の対象となりません。
※ 国、大阪府その他の機関等からの補助金その他これに類するものを当該商品の開発等のための経費に充当しているときは、補助金の額は

補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額とします。
※ 事業完了後、実績報告（事業完了の日から起算して２箇月以内又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度末までに、補助金により実施し

た内容が分かるもの、補助対象経費の支払を証明する書類等の提出）が必要です。

区分 内容

報償費 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金等

旅費 外部専門家招聘に係る旅費等

消耗品費 製品の容器、包装材等少額の物品購入費等

印刷製本費 パッケージ、包装紙、シール、販促物品等の印刷製本費等

手数料 各種許認可の取得に係る経費、成分分析等検査に係る経費等

委託料 パッケージ等のデザイン、試作品の外注に係る委託料等

原材料費 製品等の開発又は改良に係る原材料費等

備品購入費
製品等の開発又は改良に必要な備品（汎用性のある備品を
除く）購入に係る経費等

そもそも、ふるさと応援寄附金の返礼品ってどんなものがあって、返礼品の基準っ
てどんなものですか？

市内の工房で作る製品を企画中です。金型や包装紙デザイン・作成に使えますか？
ふるさと応援寄附金の返礼品にしたいです。

活用いただけます。ぜひご相談ください。

市内に事業所はなく、製造も市外の事業所です。大阪狭山市産の農産物を使って、
商品を作りたいです。ふるさと応援寄附金の返礼品にもしたいです。

活用いただけます。ぜひご相談ください。

今返礼品を提供していますが、どんな「改良」が対象になるのかわかりません。
返礼品そのものの改良、返礼品発送時の包装・箱等の改良等、
様々想定しています。ぜひご相談ください。

返礼品となっている商品を改良するため、備品を最新のものに更新したいのです
が、この補助金を使えますか？

活用いただけます。ただし、汎用性の高い備品（パソコン、プ
リンターなどの事務用品）は、対象になりません。

実績報告が年度末まで、ということですが、商品開発は２年をかけて行いたいと考
えています。補助金はどうなるのでしょうか？

年度内（4月～翌3月の間）で着手・製品完成まで行っていた
だく必要がありますので、ご注意ください。

大阪狭山市で新たにお店を開店する予定なので、創業支援補助金を申請していま
す。創業支援補助金と、この補助金を合わせて申請することはできますか？

要件を満たしていれば、両方活用いただけます。ぜひご相談
ください。
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※事業完了の日から起算して２か月以内又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度末までに提出

補助金交付までの流れ

いろいろなご相談お待ちしています

詳細は市ホームページをご覧ください。

大阪狭山市オリジナル商品開発事業支援補助金

こちらを
ご覧ください。

今ある返礼品や
掲載サイトは
市ホームページを
ご覧ください。

返礼品の基準は
こちらを
ご覧ください。


